
第12回トラック輸送における取引環境・労働時間改善和歌山県地方協議会

働き方改革の取組について

令和３年２月
和歌山労働局

【資料６】



１．労働時間等の状況

２．運送事業者向け説明会（令和元年度）

３．直近の取組状況

（参考）36協定届の様式変更等（令和３年４月～）
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１．労働時間等の状況

○ 労働時間等の推移

○ 産業別労働時間

○ 年次有給休暇取得率の推移

○ 監督指導の実施状況

○ 過労死等の労災補償の状況
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１ 労働時間等の状況 ～年間総実労働時間の推移～

〇年間総実労働時間は減少傾向で推移している。これは総実労働時間が比較的短いパートタイ
ム労働者の比率が年々高まっていることが主な要因。

〇就業形態別では、一般労働者の年間総実労働時間は2000時間台で推移していたが、平成31
年は改正労働基準法（時間外労働の上限規制）の施行により、初めて2000時間を下回った。

年間総実労働時間の推移
（パートタイム労働者含む。）

就業形態別年間総実労働時間及び
パートタイム労働者比率の推移

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）１．事業所規模５人以上

２．総実労働時間及び所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨五入した
もの。所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働時間の年換算値を引いて算出。

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）１．事業所規模５人以上

２．就業形態別総実労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨五入したもの。
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○全国、和歌山県ともに、年間総実労働時間・所定内労働時間は減少している。
○和歌山県のパートタイム労働者を含む労働者の年間総実労働時間数・所定内労働時間数は、
平成30年以降は全国平均値と近い水準で推移している。

１ 労働時間等の状況 ～年間総実労働時間の推移～
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（資料出所）毎月勤労統計調査（厚生労働省）
※「常用労働者」とは、一般労働者にパートタイム労働者を加えたもの。
※事業規模5人以上。
※年間の労働時間数は、月平均を12倍して小数点第1位を四捨五入したもの。

（資料出所）毎月勤労統計調査（和歌山県）
※「常用労働者」とは、一般労働者にパートタイム労働者を加えたもの。
※事業規模5人以上。
※年間の労働時間数は、月平均を12倍して小数点第1位を四捨五入したもの。

総実労働時間数
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（資料出所）毎月勤労統計調査（和歌山県）
※事業規模5人以上。
※年間の労働時間数は、月平均を12倍して小数点第1位を四捨五入したもの。
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○パート労働者を除く一般労働者の年間総実労働時間は全国、和歌山県ともに平成25年以降
2000時間台で推移していたが、平成31年（令和元年）はともに2000時間を下回った。

○和歌山県での一般労働者の年間総実労働時間は、全国平均と比較して長くなっている。

１ 労働時間等の状況 ～一般労働者の年間労働時間の推移～

一般労働者の年間総実労働時間数（全国）

（資料出所）毎月勤労統計調査（厚生労働省）
※事業規模5人以上。
※年間の労働時間数は、月平均を12倍して小数点第1位を四捨五入したもの。

一般労働者の年間総実労働時間数（和歌山県）
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１ 労働時間等の状況 ～週60時間以上就業する雇用者割合の推移～

○週６０時間以上就業する雇用者数の割合は近年減少傾向にあり、平成31年（令和元年）は、
6.4%・374万人と前年から0.5％・約23万人の減少となった。（政府目標：5％以下）
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（資料出所）総務省「労働力調査」（平成23年は岩手県、宮城県及び福島県を除く）

（374万人）
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産業別労働時間

産業別に見ると、年間総実
労働時間は「運輸業，郵便
業」、が最も長く、次いで「建設
業」が長くなっている。また、所
定外労働時間は「運輸業，郵
便業」が最も長く、次いで「製造
業」が長くなっている。
また、週６０時間以上働く者

の割合についても「運輸業，郵
便業」で最も高くなっている。
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（資料出所） 総務省「労働力調査」

（注）週60時間以上就業する雇用者数割合については、雇用者（休業者を除く）総数

に占める週間就業時間（年平均結果）が60時間以上の者の割合である。

産業別年間総実労働時間（パートタイム労働者を含む）（平成３０年）
産業別週６０時間以上就業する雇用者数割合及び平均週間
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産業別に見ると、年間総実労働時間は、「建設業」が最も長く、次いで「運輸業，郵便業」が長くなっている。また、所
定外労働時間は「運輸業，郵便業」が最も長く、次いで「製造業」が長くなっている。
また、週６０時間以上働く者の割合についても「運輸業，郵便業」で最も高くなっている。

（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注） 事業所規模5人以上

総実労働時間、所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を

１２倍し、小数点以下第１位を四捨五入したものである。

所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働

時間の年換算値を引いて算出している。

１ 労働時間等の状況 ～産業別労働時間～

〇産業別に見ると、「建設業」や「運輸業、郵便業」で長くなっている。
〇週６０時間以上働く者の割合についても「運輸業、郵便業」が最も高くなっている。
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１ 労働時間等の状況 ～年次有給休暇の取得率等の推移～

年次有給休暇の取得率の推移 （全国） 年次有給休暇の取得率等の推移（和歌山県）

（資料出所） H28年からH30年 厚生労働省「就労条件総合調査」の特別集計から厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課が作成（H27年までは厚生労働省労働条件政策課が作成）
（注） １ 調査対象： 常用労働者が30人以上の民営企業

２ 「取得率」： 1年間の全取得日数/全付与日数×１００％
３ 「付与日数」には繰越日数を含まない。
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〇全国の年次有給休暇の取得率は年々向上しており、2年連続して50％を上回っている。
〇和歌山県の取得率は30％台で推移しており、平成31年は32.7％となっている。
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１ 労働時間等の状況 ～監督指導の実施状況～

〇自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導の実施状況は以下のとおり。
〇トラック運送業においては、約６割の事業場で改善基準告示違反が認められている。

自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導の状況（平成３１年・令和元年）
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１ 労働時間等の状況 ～過労死等の労災補償の状況（全国）～

〇脳・心臓疾患の労災請求件数は増加傾向にあり、支給決定件数については200件数台で推移
している。支給決定件数のうち、死亡件数は平成30年度から4件増加の86件となった。

〇精神障害の労災請求件数は近年増加傾向にあり、平成30年度は2,060件となった。
支給決定件数も509件と前年度から増加し、自殺件数（未遂を含む）は88件であった。

※支給決定件数のうち死亡件数 ※支給決定件数のうち自殺件数（未遂を含む）

27年度 28年度 29年度 30年度 31(1)年度

96 107 92 82 86

脳・心臓疾患の労災補償状況 精神障害の労災補償状況
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１ 労働時間等の状況 ～過労死等の労災補償の状況（全国）～

〇脳・心臓疾患の労災支給決定件数を業種別でみると、道路貨物運送業が最も多くなってお
り、職種別でみても自動車運転従事者が最も多くなっている。

〇精神障害の労災支給決定件数を業種別でみると、医療・福祉分野に次いで道路貨物運送業
で多くなっている。職種別では一般事務従事者、自動車運転従事者の順に多くなっている。

脳・心臓疾患の支給決定件数の多い業種 精神障害の支給決定件数の多い業種

11

精神障害の支給決定件数の多い職種脳・心臓疾患の支給決定件数の多い職種

注１ 職種については、「標準職業分類」により分類したもの
注２ （ ）内は女性の件数で、内数である
注３ 〈 〉内は死亡の件数で、内数である
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１ 労働時間等の状況 ～過労死等の労災補償の状況（和歌山）～

〇和歌山県における脳・心臓疾患の労災請求件数は5件、支給件数は3件とそれぞれ前年度から
１件増加し、うち死亡件数は２件であった。

〇精神障害の労災請求件数は12件と前年度から2件減少したが、近年増加傾向にある。支給決
定件数は3件で、うち自殺件数（未遂を含む）は１件であった。

※支給決定件数のうち死亡件数 ※支給決定件数のうち自殺件数（未遂を含む）

脳・心臓疾患の労災補償状況 精神障害の労災補償状況
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２．運送事業者向け説明会（令和元年度）

○ 説明会概要

○ 説明会資料（長時間労働改善に向けた改善事例）
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○趣旨

トラック運送事業におけるドライバー不足が深刻化している状況の中、国民生活や
産業活動を支える物流機能が滞ることがないよう、改正労働基準法の時間外労働の上
限規制が自動車運転の業務に適用される令和6年4月1日に向けて、業界における長時
間労働削減に関する自主的な取組を進めることが重要である。
そのため、業界団体及び関係行政機関の協力の下、改正労働基準法等の内容を含む

労働時間に関する法制度等の周知、理解の促進に向けた労働時間等説明会を開催し、
事業者における自主的な取組を促進するとともに、その支援を行う。

○対象
県内トラック運送事業者
※和歌山県トラック協会から、会員企業への参加勧奨等を実施。

○内容
労働基準監督署から、改正労働基準法のポイントの説明のほか、運転者の長時間労

働の原因に応じた改善事例を紹介。
和歌山運輸支局から、「ホワイト物流推進運動」や助成事業等の説明。

○開催結果
令和２年１月23日 田辺会場 45社(53名) １月27日 和歌山会場 84社(100名)

２月３日 新宮会場 16社(16名) ２月４日 御坊会場 29社(35名)
２月７日 橋本会場 32社(40名) ２月17日 和歌山会場 47社(57名)

２ 運送事業者向け説明会 ～説明会概要～
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「原因は、分かった！ さぁ、改善(対応)策をどうしよう！」と考える時、悩む方もいると思います。

そこで、長時間労働になっている原因ごとに、その改善に向けた対応を、以下の通りご紹介します。

■取引環境と長時間労働の改善に向けた対応

【 長時間労働の原因 】

注：ガイドラインに記載している表の原因を
種類ごとに並び変えています。

【 改善に向けた対応(改善策) 】

8
荷主

施設の
改善

7
出荷に
合わせた
生産 等

6
運転と
作業の
分離

13
モーダル
シフト

12
発注量
平準化

11
混雑
避けた
配送

10
高速

道路の
利用

9
リード
タイム
確保

5
集配先
集約

4
幹線/
集配の
分離

3
入出荷
情報
提供

2
パレット
活用

1
予約
受付
ｼｽﾃﾑ

“拘束時間全般”が長くなる原因

“待ち時間”を発生させる原因

“運転時間”が長くなる原因

“荷役時間”が長くなる原因

● ●●● ●

●

● ●●●●

●

●●

●●● ●●

● ● ●●

それぞれの原因解決に向けて複数の改善策があり、更にひとつの改善策を展開する事で複数の原因が解決できる事も分かります

●

２ 運送事業者向け説明会 ～長時間労働改善に向けた改善事例～
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対応例1 ： 予約受付システムの導入

Ａ：”予約受付システム” 何？

先に到着したトラックから順番に荷積み・荷卸しが行われる場合には、
早い順番を取るために多くのトラックが集荷先・配送先に必要以上に早く到着する場合あり。

一方で、集荷先・配送先の荷出し・荷受けの処理能力には制約あり

結果、集荷先・配送先の荷出しが終わっておらず ドライバーに「 荷 待 ち 」 が 発 生

➀

② ③

④

荷待ちする事なく、
スムーズに作業開始

➀運送事業者(含：運転者)は、
予約受付システムに提示された複数の
予約可能時間枠から、
到着時刻を選択して予約。

②荷主企業は、
予約受付システムで予約内容を確認

(時刻/事業者名など)

③荷主企業は、
荷役作業者に予約内容を提示。
その予約に合わせて、作業を実施。

④運送事業者(含：運転者)は、
予約時刻に合わせて到着。
荷待ちする事なく、スムーズに作業開始

背
景

予約受付システムの導入
トラックの到着時刻が分かっていたら、その時刻に合わせて荷出しができる！改

善
策

平成27年：国土交通省実態調査では、荷待ちがある運行は、全体の46％も！

16



B：荷主にとっては、どんな良い事がある？

●運送事業者が、予約時刻(到着時刻)を見越した精度の高い運行計画を作成できるので、
着荷主への納入遅延の抑制など、荷主にとっての物流品質向上も期待可能

●あらかじめ庫内作業の準備を進めることにより、荷出し作業を効率化することが可能に。

情報システムを活用しない「予約受付の仕組み」

情報システム導入には、時間がかかる・・・・ 導入までの間は、どうしよう・・・・

電話連絡(人間系の運用)でも、予約の仕組みを創りあげる事は出来る！

参考：「トラック輸送における生産性向上方策に関する手引き」掲載事例

17



参考事例➀は、のちほど、動画で放映します！

外部倉庫と情報システム活用による荷待ち時間の削減参考事例②

➀ ②

③
④

〔 悩 み 〕

〔 解決策 〕 ➀定番品を作り置きでの随時出荷に切り替えて ②入退場・進捗管理システムを導入して
集荷時間を見える化

③結果、荷待ちが削減し ④拘束時間が短くなった！

➀生産の進捗に合わせて出荷するので ②集荷時間(積込み時間)が読めない・・・
③結果、荷待ちが発生し ④拘束時間が長くなる！

➀

②

③

④

ポイント 出荷場のスベース不足を補うために
外部倉庫を活用

ポイント 入退場・進捗管理システムを
運送事業者にも公開

18



対応例2 ： パレットの活用

手積み・手卸しで行う荷役作業。

ドライバーの「 荷役時間 」 が 長くなる
背
景

平成27年：国土交通省実態調査では、ドライバーの荷扱い時間は、平均で2時間44分
も！

パレットの活用 ～パレットを用いた積み卸し/パレタイズ～

１個１個の手積み・手卸し作業を、なくせばよい！ バラ積み・バラ卸しを、無くす！

改
善
策

「ラック(カゴ台車など)」 「折りたたみコンテナ」 「通い箱」 などを用いた積み卸しも

同様の効果！

Ａ：”パレットの活用”って何？

B：荷主にとっては、どんな良い事がある？

●荷主構内作業員の作業時間短縮にも繋がります。

●トラックの構内滞留時間が短くなるため、
バース回転率が向上し、 バースを効率的に運用する事ができます。

19



パレット荷役による積込み作業時間の削減参考事例②

1個1個のバラ積み 手積み

ロールボックス

平パレット

本事例
ポイント

パレタイズ化する際の 「よくある 荷主の悩み 」
積載効率が下がってしまう。 その分、物流コストがあがってしまう！

発荷主・着荷主ともに
積載効率の低下・物流コストアップといった要因に理解！

20



対応例3 ： 荷主からの入出荷情報等の事前提供

Ａ：”荷主からの入出荷情報等の事前提供”って何？

発荷主から、事前の入出荷情報を、事前に貰えていないと・・・

【 運送事業者 】

今日、発荷主で、どの商品を、どれだけ積込むかが、
発荷主に、トラックが着いた時にしか分からない

・荷造りなどの発送業務もしている場合、
事前の準備ができない

・計画的な配送計画が立案できない

【 着荷主 】

今日、発注した商品のうち、どの商品が、どれだけ来るのかが、
着荷主に、トラックが着いた時にしか分からない

・入荷時の仕分けラベル出力など、
荷受けの事前準備ができない

背

景

例
ドライバーの

「 待ち時間 」が長くなる

例

ドライバーの
「 荷役・待ち時間 」が長くなる
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※ASN ･･･ Advanced Shipping Noticeの略で、事前出荷情報のこと。
※RFID ･･･ Radio Frequency Identificationの略で、電波・電磁波を用いた無線通信でID情報を埋め込んだICチップ（RFタグ）から情報をやりとりする技術。

物流の世界では在庫管理や検品作業、貨物の追跡などに利用される。

事
前
出
荷
情
報
を
提
供

③➀

④

➀発荷主は、
事前出荷情報(ASN)を提供。

②受領したASNを基に、
RFIDに、商品情報を書き込み。
商品に貼付。

③受領したASNは、
入荷検品予約として
着荷主と共有

④着荷主は、
ASNに基づいて、
仕分けラベルの事前出力など
入庫スケジュールを調整

⑤更に貼付されているRFIDで
一括入荷検品も実現

②

⑤

発荷主

その入出荷情報を、運送事業者・着荷主が共有

発荷主の協力により、入出荷情報を早めに提供改
善
策

B：荷主にとっては、どんな良い事がある？

● 運転者の作業が整流化する事で、滞留停滞が無くなり、作業員や構内スペースの有効活用に
繋がります。

● 出荷情報を早めに提供する事で、トラックの確保が容易になる効果もあります。
22



受注締切時間前に受注状況を共有化し待機時間を削減参考事例➀

改善前
受注締切時間の後に、受注情報を元に配車するため、
大急ぎで積込みと配車調整を行う必要があり、効率的な積込や配車ができない

改善後
締切13:00前に、9：45、11：05 に受注情報を確認し、配車を指示することで、
運送事業者に配車準備を実施する時間を提供でき、待機時間を削減することが可能に。

➡ 受注状況によって、必要に応じ傭車先を探すことも可能に。

この13:00の１回の締切り後に配車

受注情報、
段階的に運送事業者に提供
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対応例4 ： 幹線輸送部分と集荷配送部分の分離

Ａ：”幹線輸送部分と集荷配送部分の分離”って何？

集荷から幹線輸送、配送までを同じドライバーが実施。

ドライバーの「 拘束時間 」 が 長くなる
背
景

平成27年：国土交通省実態調査では、ドライバーの拘束時間は、平均で13時間27分も！ (手待ちがある運行の平均)

集荷担当と幹線輸送担当を分離

幹線輸送担当と端末配送担当を分離

仕事を分担すれば、拘束時間は削減できる！

改
善
策

B：荷主にとっては、どんな良い事がある？

ドライバーごとの

「 拘束時間 」が削減

幹線はAさん

集荷はBさん

配送はCさん

● 幹線輸送部分と集荷配送部分の分離は、物流コスト(運賃)に及ぼす影響もありますが、

ドライバーを変更する事で、休息期間などの時間確保が不要となり、
集配時刻の前倒しなどの”サービスレベル向上”に繋がる可能性もあります。
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巡回集荷を外部委託することで拘束時間を短縮参考事例②

③
➀ ⑤② ④

➀中部の複数個所で積込み、 ②関東で荷卸し ③十分な休息期間(法令順守の8時間)をとって
④既に集荷が終わっている貨物を積込み ⑤中部に戻って荷卸し

➡ １人のドライバーで運行。拘束30時間以上

➀中部の複数個所で積込み、 ②関東で荷卸し ③十分に休息期間がとれないままに
④そのまま関東で複数個所で集荷をし ⑤中部に戻って荷卸し

【集荷の分離】
複数個所の巡回集荷を

他社に委託

★

本事例
ポイント

● 荷主が状況を理解。 運単アップを受け入れ。
● 更に、荷主は、その運賃アップ分を”顧客”に対して負担を交渉！ 一部の顧客が受入れ・理解！
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対応例6 ： 運転以外の作業部分の分離

ドライバーの主作業は、運転。 ドライバーしかできない。 しかし、検品・仕分等の付帯作業もしている・・・

ドライバーの、「拘束時間」 が長くなる

背
景

Ａ：”運転以外の作業部分の分離”って何？

他のドライバー、あるいはドライバー以外の作業員(含：荷主)でも出来る ”作業” を、分離する
改
善
策

運転は、ドライバー

付帯
作業

保管・
ピック・仕分

出荷
検品

納品
これらの作業を
ドライバー以外の
作業者に分離

B：荷主にとっては、どんな良い事がある？

● ドライバーの作業負荷が軽減される事で、輸送サービスの安定性(含：安全)が担保されます。
26



積込時間の削減
参考事例➀

バース接車コントロール、専門積込作業者員配置による

➀隣接する荷捌きスペースを確保した上で、専門の積込み作業員を配置。ドライバーの積込み作業時間削減
②更にバース接車時刻の事前連絡も併せて展開する事で、ドライバーは13時台接車から14時台接車に。

ドライバーの拘束時間も、大きく削減。

➀

②

➀

➀荷物は、方面別・車両別に仕分けの荷捌きスペースに移送されているものの

②荷捌きスペースに荷物が溢れない様に、積み荷が運ばれてくる都度、ドライバーが積込み作業を実施。

②

本事例
ポイント

● 発荷主と運送事業者で話し合いの場があり、円滑なコミュニケーションが取れていた。
● 結果、発荷主の理解と、充実した協力体制が構築された。
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対応例7 ： 出荷に合わせた生産・荷造り等

物流を考慮した、生産(もの造り) ！

改
善
策

・トラックの出荷タイミングに合わせた(意識した)、製造/仮置き

・貨物の荷姿を考慮した、荷揃え/仮置き

トラックが到着した時に、既に荷揃えが終わっている。

ドライバーの、「 待ち時間 」 が削減される

トラックへの積載を考慮し、”似通った荷姿の貨物”が集められて仮置きされている。

ドライバーの、「 荷役時間 」 が削減される

Ａ：”出荷に合わせた生産・荷造り”って何？

B：荷主にとっては、どんな良い事がある？

● 出荷に合わせた生産に見直すことで、作り過ぎの無駄(製品在庫削減によるキャッシュフローの改善)、
更には、在庫管理費用の縮減などの可能性があります。

● トラックの滞留時間が削減される事で、構内物流の整流化(混雑緩和)も期待できます。

物流よりも、生産(もの造り)！

・ドライバーが積地に到着したけれど、まだ”荷揃え”が終わっていない・・・

ドライバーの、「 待ち時間 」 が長くなる

・生産順(製造順)に出荷スペースに仮置き・・・
様々な荷姿に貨物が混在！
様々な出荷タイミング(トラック)の貨物が混在！

ドライバーの、「 荷役時間 」 が長くなる

背
景

トラック1台ごとに仮置き貨物を仕分け(ピッキング)
トラックへの積載を考慮して様々な荷姿の貨物の荷造り必要
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集荷、荷纏め体制の見直しによる積込み時間の削減参考事例➀

➀

➀出荷に合わせた生産体制を確立。
更に、車両の荷室の高さに合わせて、荷物を仮置き！
トラックへの積載を考慮したドライバーの荷造り作業を大きく効率化

➀

➀出荷に合わせた生産体制でないため
・仮置き貨物の仕分け(ピッキング)

が発生！

本事例
ポイント

● 荷主と運送事業者は、日ごろから信頼関係を構築！
➡ 荷主と運送事業者で、現場の問題点を確認
➡ 荷主の協力により、出荷に合わせたモノ作りが実現
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対応例10 ： 高速道路の利用

Ａ：”高速道路の利用”って何？

・全て一般道走行、あるいは一部のみしか高速道路を利用できない場合

ドライバーの、「 運転時間 」 が長くなる
背
景

改
善
策 注：高速道路の通行許可が得られない荷姿の貨物は、

製品の設計を変更するなどにより、通行許可が得られる場合もあります。

B：荷主にとっては、どんな良い事がある？
● 運転時間の短縮で、お客様への納入遅延の抑制につながります。
● 運転時間の短縮は、ドライバーの拘束時間短縮にもつながります。

短縮された時間を活用し、配送先数の増加につながる可能性もあります。
※改善基準告示遵守が大前提

● 物流事業者の改善基準告示遵守は、荷主のコンプライアンスの向上につながります。

高速料金の負担は、どうする？

高速道路を利用する

荷主と運送事業者で、十分な話し合いが必要です。
●出発から納入までのリードタイムは、どうか？

発荷主の出発可能時刻 ・ 着荷主への納入指定時刻

●運行時間帯の道路混雑状況は、どうか？

なども念頭に、なぜ、高速道路を利用しなければならないのかを共有する事が大切です。
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参考事例➀ 高速道路使用による運転時間の削減

本事例
ポイント

● 荷主が、運送事業者から意見をくみ上げ、改善を実施する体制を構築していた
➡ コスト負担のあり方について、議論する雰囲気ができた
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対応例12 ： 発注量の平準化

Ａ：”発注量の平準化”って何？

・荷主側の入出荷量が、曜日や月間で大きく変動。 曜日波動・月間波動がある！

繁忙期：受け入れ施設のキャパシティオーバー等で

ドライバーの、「 待ち時間 」 が長くなる

閑散期：荷物が少なく積載率が低下

車両の、「 輸送効率 」 が低下する

背
景

改
善
策

貨物の入出荷を平準化

運送事業者への
依頼(発注)を平準化

出荷量を平準化する事で、
時間短縮や輸送効率が向上

繁閑差で、手待ちや
無理な運行、積載率が低いなどの

問題が生じ、輸送効率が悪い

量に変動あり

量を平準化

B：荷主にとっては、どんな良い事がある？

● 入出荷量の平準化に向けては、お客様との調整や生産体制の見直しが必要ですが、
その検討を通じ、荷主自身の作業効率化や、在庫の適正化につながることも期待できま

す。
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参考事例➀ 1日当たりの出荷台数の抑制により入荷量を平準化

実 施後

延べ3時間分の待機延べ12時間分の待機

3台

3台

3台

1時間×3台

1時間×3台

2時間×3台

1台
3時間×1台

実 施前

時間帯ごとに、発側から複数車両が出発。
↓
一方、着側は
最大でも3台同時にしか荷卸し作業ができない！

着側の処理能力を考慮して
発側の出荷台数を抑制！

本事例
ポイント

着側の入荷量を平準化！
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３．直近の取組状況

○ 過重労働解消キャンペーンの取組

○ 下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止対策

○ 新型コロナウイルス感染症への取組
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３ 取組状況 ～過重労働解消キャンペーン～



３ 取組状況 ～過重労働解消キャンペーン～
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２ 取組状況 ～過重労働解消キャンペーン～

○過重労働解消キャンペーンに先立ち、労働局長が使用者団体、労働組合等を訪問し、「長時
間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請」を実施。

○地域の中で長時間労働削減など「働き方改革」に向けた積極的な取組を行っている「ベスト
プラクティス企業」を労働局長が訪問し、取組事例を報道等により地域に紹介。

使用者団体、労働組合等への要請 ベストプラクティス企業への局長訪問

和歌山新報 11月14日（土）
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３ 取組状況 ～中小事業者への「しわ寄せ」防止対策～

「しわ寄せ防止総合対策」

【現状の課題と課題への対策】
○ 「働き方改革の推進」と「取引適正化」は車の両輪であり、大企業等の働き方改革による下
請事業者への「しわ寄せ」の防止は、親事業者と下請事業者の双方が生産性の向上・成長と分
配の好循環を実現する上で共通の課題

○ このため、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁が一層の連携を図り、「働き方改革の
推進」と「取引適正化」を一体的に推進するため 「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下
請事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」（令和元年６月26日付け３省庁連名通
達）を策定し、取組を推進

＜総合対策の４つの柱＞

① 関係法令等の周知広報
・労働局・労基署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法に基づく
「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知

・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組
・労働施策総合推進法第10条の３に基づく協議会等における課題の共有と地域での取組の推進

② 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
・下請事業者から、大企業・親事業者の働き方改革による「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合には、
相談情報を地方経産局に情報提供

③ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報
・労働局から管内の大企業等に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者による下請法
違反行為等の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報

④ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報
・下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案の情報に接した場合には、公取委・中企庁が厳正に対応。
・実際に行った指導事例や不当な行為の事例（べからず集）の周知・広報の徹底 38



３ 直近の取組状況 ～中小事業者への「しわ寄せ」防止対策～

39



３ 直近の取組状況 ～中小事業者への「しわ寄せ」防止対策～
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１．相談窓口の設置

○ 特別労働相談窓口
○ 新卒者内定取消等特別相談窓口
○ 派遣労働者相談窓口
○ 母性健康管理措置等に係る特別相談窓口

２．企業（事業）、労働者への支援等

○ コロナ禍の影響を受ける企業に対する適切な労務管理に関する指導等の実施
○ 持続的な感染症対策が講じられた労働環境の構築に向けた支援等
○ 雇用保険所定給付日数の延長
○ 労働保険料等の特例猶予措置
○ 労働保険年度更新期間の延長

３．助成金による企業（事業主）や労働者への支援

○ 雇用調整助成金における特例措置・緊急雇用安定助成金
○ 新型コロナウイルス感染症休業対応支援金・給付金
○ 小学校等休業対応助成金・支援金
○ その他助成金

４．求職者と求人企業のマッチング支援

○ 感染症防止対策を講じた企業説明会等の開催
○ ハローワークにおける求人開拓・受理求人のフォローアップ

５．雇用維持等の要請

６．新規学卒予定者に係る就職支援

３ 直近の取組状況 ～新型コロナウイルス感染症への取組～
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労働環境の整備・支援と適切な労災補償

・ 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」

等を活用した職場における感染予防対策の徹底、基礎疾患を持つ方の申出等を踏ま
えたテレワーク等の就業上の配慮、労働者が安心して休むことができるための各種
支援策について、傘下団体等に向けて周知するよう、労使団体や業種別事業主団体
等の経済団体に要請

・ 都道府県労働局に設置されている「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相
談窓口」に寄せられた相談等から、過重労働による健康障害が懸念される事業場に
対しては、健康確保対策の徹底等の必要な指導等を実施

・ 労働基準監督署に設置されている「労働時間相談・支援コーナー」においては、持続
的な感染症対策が講じられた労働環境の構築に向けて、週休３日制、時差出勤、テレ
ワークの導入を検討している事業場に対する適切な労務管理等について説明を実施

・ 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、新型コロナウイルス
感染症の感染状況を踏まえ、電話やSNSによる相談窓口体制を拡充

労働環境の整備・支援

適切な労災補償

・ 医療従事者など働く方々の安心感につながり、労災保険がセーフティネットの役割を
果たすべく、新型コロナウイルス感染症が労災保険給付の対象となる取扱いを明示
し、業務に起因して感染したものと認められる場合は、適切な労災補償を実施

① 医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したこと
が明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象

② 医療従事者等以外についても、感染経路が特定されない場合であっても、業務に
より感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、労災保険
給付の対象

・ 感染された方々が確実に補償されるよう、都道府県労働局から事業主を通じて労災
請求の勧奨を実施

３ 直近の取組状況 ～新型コロナウイルス感染症への取組～
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労働者等の健康管理

・ 介護事業所や職員向けの感染対策相談・支援事業を実施
・ 介護施設の職員向けのこころの相談事業の実施、サポートガイドを作成予定

教職員の健康管理

・ 学校における衛生管理に関する取組の参考となるよう、教職員の感染症対策も含めた内容として「学校における新型
コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」を作成 ※令和２年５月公表

・ ストレスチェックなどの労働安全衛生管理の一層の充実や相談体制の充実等の教職員のメンタルヘルス対策につい
て、各教育委員会における取組を促進

警察職員の健康管理

・ 都道府県警察に対し、警察職員からの相談対応等に従事する健康管理担当者向けの執務資料を発出

トラック運転者の健康管理

・ 始業点呼時における健康状態の把握等の徹底について、業界団体を通じて全国のトラック運送事業者に要請
・ 自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画に基づく取組

保育所等の職員の健康管理

・ 保育所等の職員が適切に相談できる感染対策相談窓口の設置、感染症専門家による相談支援等を実施

介護従事者の健康管理

医療従事者の健康管理

・ 医療機関の管理者による医療従事者等に対する健康管理の手法等について、医療機関に対して周知
・ 院内感染対策に係る最新の知見について、医療機関を対象とした院内感染対策講習会の実施等により周知

３ 直近の取組状況 ～新型コロナウイルス感染症への取組～
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届出・申請可能な主な手続

に定められたに定められた労働基準法労働基準法 最低賃金法など最低賃金法など・・

届出や申請は　　　　　 　を利用しましょう！届出や申請は　　　　　 　を利用しましょう！電子申請電子申請

令和３年４月から、令和３年４月から、

NEWNEW

NEWNEW

※36協定届は最大30,000事業場、就業規則（変更）届は最大2,500事業場について一度に申請可能です。
　申請ファイルには、ファイル数99個、１ファイル50MB、総容量99MBの上限があります。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

の利用方法・お問合せ先は　　  をご確認くださいの利用方法・お問合せ先は　　  をご確認ください電子申請電子申請 裏面裏面

● 労働基準法に定められた届出　 ・・・・・・・・・・・・・・・・
時間外・休日労働に関する協定届（36協定届）
就業規則（変更）届出
１年単位の変形労働時間制に関する協定届　など

● 最低賃金法に定められた申請　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
最低賃金の減額特例許可の申請   など

９９種類

５１５１種類

① 電子署名・電子証明書は不要です！

の２ステップで、届出・申請が可能になります！
e-Gov からアカウントを登録e-Gov からアカウントを登録１ 2 フォーマットに必要事項を入力フォーマットに必要事項を入力

② 事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、36 協定の本社一括届出が可能になります。

　これまでは、全ての事業場について１つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が
可能でしたが、

（※イメージ）

労働者代表 使用者 労働基準監督署

電子申請に限り
本社一括届出可

A支店：過半数労働組合a A協定

B支店：過半数代表者b B協定

C支店：過半数代表者c C協定

D支店：過半数労働組合d D協定

令和３年３月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の
本社一括届出が可能になります。

③ 控え文書への受付印がもらえます！

36協定届
就業規則(変更)届
1年単位の変形労働時間制に関する協定届
について受付印を受け取ることができます。



電子申請の利用方法

「e-Gov（イーガブ）」のホームページから
電子申請が利用できます。

（https://shinsei.e-gov.go.jp）

◯ ホームページは

　
　を検索してください。     

検索e-Gov

電子申請の利用には事前準備が必要です。詳しくは、　　　　　　　　　　　　   で検索してください。検索e-Gov

電子申請に関してご不明な点については、以下のお問合せ先にご相談ください。

① 事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先

労働基準法などに基づく届出などについてご不明な点があれば、都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
 【都道府県労働局及び労働基準監督署の連絡先等】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

○ 【厚生労働省ホームページの進み方】
　「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」 > 「雇用・労働」 > 「労働基準」  > 「事業主の方へ」 > 
　「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」

③ 労働基準法などの手続に関する電子申請についてのホームページ

検索労基法等　電子

e-Gov利用者サポートデスク
　まずはe-Gov上の「ヘルプ」や「よくあるご質問」をご確認いただいた上で、ご不明点はe-Gov利用者サポートデスクにお問合せ下さい。

■電話番号　050-3786-2225 (通話料金はご利用の電話回線により異なります。)  
■受付時間　4・6・7月　平日　　　午前9時から午後7時まで
　　　　　　　　　　　   土日祝日　午前9時から午後5時まで
　　　　　　5・8～3月　平日　　　午前9時から午後5時まで（土日祝日、年末年始は休止）
■Webお問合せ　https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact

Q.  e-Govアカウントの取得方法がわからないQ.  e-Govアカウントの取得方法がわからない

Q. 36協定届に記載する内容など、制度について聞きたいQ. 36協定届に記載する内容など、制度について聞きたい

Q.  操作方法がわからないQ.  操作方法がわからない

② 各届出などに関するお問い合わせ先

労働基準法などの手続に関する電子申請については、以下の厚生労働省ホームページにマニュアル、解説、関連する通達などを
掲載していますので、ご参照ください。

○ ホームページは「労基法等　電子」で検索！　　⇒ 　⇒　 ⇒ 　⇒　⇒　
      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

（2021.1）



2021/4/12020/12/22

公布日 施行日

新様式

旧様式

新様式？旧様式？

新様式により届け出ることもできます。

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも提出することができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。(裏面を参照)

旧様式

2021年４月から 36協定届の様式が新しくなります

36協定届における押印・署名の廃止

➢ 労働基準監督署に届け出る36協定届について、
使用者の押印及び署名が不要となります。

36協定届が新しくなります

☞ 36協定届の電子申請はこちら☞ そのまま出せる36協定届を作成☞ 36協定届様式のダウンロード

36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項！

※時間外・休日労働に関する協定届

※記名はしていただく必要があります。

過半数代表者の選任にあたっての留意事項！
✓管理監督者でないこと
✓36協定を締結する者を選出することを明らかに
した上で、投票、挙手等の方法で選出すること

✓使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

労働基準監督署

④労働者に周知

① 労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定（労使協定）を締結

② 36協定（労使協定）の内容を36協定届（様式第９号等）に記入

③ 36協定届を労働基準監督署に届出

時間外・休日労働が生じるときはどうすればいいの？Ｑ

④ 常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知

労働者代表 使用者

①合意のうえ、締結

36協定

（労使協定）

③36協定届を届出

②36協定（労使協定）の
内容を36協定届に記入

電子申請による
届出が可能

36協定届

36協定の協定当事者に関する
チェックボックスの新設

➢ 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※)に
ついてのチェックボックスが新設されます。

※労働者代表：事業場における過半数労働組合又は過半数代表者

新様式？旧様式？

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも届け出ることができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。(裏面を参照)

2020/12/21 2021/3/31 2021/4/12020/12/22

公布日 施行日

新様式

旧様式 旧様式

新様式により届け出ることもできます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

✓労使で合意したうえで労使双方の合意が
なされたことが明らかとなるような方法

（記名押印又は署名など）により36協定を
締結すること

（2020.12）



労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、労使当事
者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法
第５条に基づく安全配慮義務を負います。

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に
定めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を超え
る時間数を定めてください。

１か月の法定労働時間を超える時間数を定めてく
ださい。①は45時間以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数を
定めてください。①は360時間以内、
②は320時間以内です。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてください。
チェックボックス
にチェックがない
場合には、有効な
協定届とはなりま
せん。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任
山田花子

工場長

田中太郎

管理監督者は労働者代表にはなれません。

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

○ ○

土日祝日

土日祝日

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印などが必要です。

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

表面

３６協定届の記載例
（様式第９号（第16条第１項関係））

◆３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出てください。 ◆３６協定の届出は電子申請でも行うことができます。
３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。 ◆（任意）の欄は、記載しなくても構いません。
その場合には、記名押印又は署名など労使双方の合意があることが明らかとなるような方法により締結することが必要です。必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

旧様式で届け出る場合は、点線枠内の記載を余白
に追記するか、点線枠内の記載を転記した紙を添
付してください。

協定書を兼ねる場合には、使用者の
署名又は記名・押印などが必要です。

労働者の過半数
で組織する労働
組合が無い場合
には、３６協定
の締結をする者
を選ぶことを明
確にした上で、
投票・挙手等の
方法で労働者の
過半数代表者を
選出し、選出方
法を記載してく
ださい。
使用者による指
名や、使用者の
意向に基づく選
出は認められま
せん。
チェックボック
スにチェックが
ない場合には、
形式上の要件に
適合している協
定届とはなりま
せん。


